
 

～5月生まれ～ 

 

 

 

 

  皆さんに喜んでいただける旬の物をと考え、季節の天ぷらをご

用意しました。できるだけ揚げたてのアツアツの提供を目指して準

備を進めました。 

 アスパラガスは、「これなんや？」「ネギか？蕗

か？」と言いながらも 1本完食。テレビのニュースに

出ていた“丹波のしめじ”が食べたいと話題にのぼり、

大黒しめじを天ぷらに。「この松茸みたいなん美味し

いな。」と珍しいきのこを楽しんでいただきました。 

 豆ごはんは馴染みもあり、「こんなごちそうばっかり、

いっぺんにしたらもったいないわ～。晩ご飯にしたいわ～。」と喜

んでいただきました。 

 食が細くなり悩んでおられた方は、「美味しいわ。」とほとんど完食してくださり「色々

あるけど、生きていて良かったわ。」と満面の笑みで感想を聞かせて頂きました。 
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新型コロナウイルス関連情報 

【ワクチン接種について】 

 すでに第一身元引受人様には手紙でお知らせしました通り、ワクチン接種支援方法につ

いて、感染リスクや移動による身体的負担を考慮し、急遽施設内での接種に方針変更しま

した。事前準備等して下さっていた方には、ご迷惑をお掛けしました。また、施設内での

接種にあたり、接種意向確認書のご返送にご協力いただきありがとうございました。ワク

チンの副反応については、ご心配のご意見も聞かれましたが、接種後の経過観察をしっか

りと行ない適切な対応に努めたいと考えております。 

ご入居者には、市町村から住民票住所宛てに発送された接種券（クーポン券）にて、6

月 4 日頃から数日に分かれて接種を受けて頂けるよう、予診票の記入や現在服用されてい

るお薬情報の確認等準備を進めています。接種日程が決まり次第、ご入居者に個別にご案

内する予定です。 

また、職員についても同時期に接種を受ける目途が立っており、 

ご入居者、職員共に 7 月上旬には 2 回目の接種もすべて完了見込みです。 

 

【緊急事態宣言発出に伴う面会制限の強化継続について】 

6 月 20 日までの緊急事態宣言延長が決定されました。引き続き、窓（ガラス）越し面

会を中止とします。緊急事態宣言が解除されれば、窓（ガラス）越し面会を再開します。 

ビデオ通話によるオンライン面会は、10 時 30 分から 15 時の間での完全予約制で継続

していますので、ご希望の方は生活相談員（野尻、谷口）へお電話ください。 

 

  

お願い 

 新型コロナ感染防止対策として、面会制限や外出自粛などお願いしているため、 

ご入居とご家族との品物の受け渡しを各建物の 1階事務所で対応しております。 

 事務所では他事業所分も含め、複数の品物を同時にお預かりすることも多く、紛失や 

混入を防ぐため、品物がどなた宛ての物か明記していただくようご協力をお願いします。 

 


